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令和６年度第１回定期監査結果報告書 

 

第１ 監査の執行者 

   つくば市監査委員 髙橋 博之（令和６年（2024年）12月24日まで） 

   つくば市監査委員 平島 泰裕（令和６年（2024年）12月25日から） 

   つくば市監査委員 沖田  浩 

   つくば市監査委員 小久保貴史（令和６年（2024年）12月16日まで） 

   つくば市監査委員 五頭 泰誠（令和６年（2024年）12月17日から） 

 

第２ 基準に準拠している旨 

   監査委員は、つくば市監査基準（令和２年監査委員告示第１号）に準拠して

監査を行った。 

 

第３ 監査の種類 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第１項、第２項及び第４項に規定

する監査 

 

第４ 監査の対象 

〔教育局〕 

教育総務課、学務課、教育施設課、健康教育課、学び推進課、特別支援教育推

進室、生涯学習推進課、文化財課 

〔市民部〕 

豊里窓口センター、豊里交流センター、春日交流センター、島名交流センター 

〔福祉部〕 

福祉支援センターとよさと 

〔こども部〕 
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上郷保育所、今鹿島保育所、真瀬保育所、上郷児童館 

〔経済部〕 

豊里ゆかりの森 

〔教育局〕 

上郷幼稚園、島名幼稚園、沼崎小学校、今鹿島小学校、上郷小学校、真瀬小学

校、島名小学校、葛城小学校、柳橋小学校、香取台小学校、研究学園小学校、

豊里中学校、高山中学校、研究学園中学校、春日学園義務教育学校、学園の

森義務教育学校、つくばすこやか給食センター豊里、つくばほがらか給食セ

ンター谷田部 

〔消防本部〕 

中央消防署豊里分署 

 

第５ 監査の範囲 

 原則として令和６年度（４月１日から８月31日まで）の財務に関する事務の

執行及び経営に係る事業の管理について監査を行った。 

 

第６ 監査の主な着眼点 

１ 収入に係る事務は適正に行われているか。 

２ 現金（公金）取扱事務は適正に行われているか。 

３ 公金外現金取扱事務は適正に行われているか。 

４ 支出に係る事務は適正に行われているか。 

５ 財産及び備品の管理は適正に行われているか。 

６ 契約事務は適正に行われているか。 

７ 人事管理は適正に行われているか（会計年度任用職員を含む。）。 

８ 組織・事務管理は適正に行われているか。 

９ 過去の定期監査における監査結果報告に対して必要な措置は執られているか。 
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第７ 監査の主な実施内容 

１ 事前に各課等に提出を求めた監査資料に基づき、諸帳簿・書類等の試査・照

合等及び関係職員から聴取するなどの方法により事務局職員による予備調査を

行った。 

２ 監査委員による本監査においては、関係職員による事務事業の説明を受けた

後、事務局職員による予備調査の結果に基づき質疑応答を行った。 

 

第８ 監査の実施場所及び日程 

 １ 場所 

本庁舎会議室及び各出先機関 

 ２ 日程 

   令和６年（2024年）８月19日から令和６年（2024年）12月27日まで 

   （予備調査及び監査結果の報告を含む。） 

 

第９ 監査の結果 

上記第２から第８のとおり監査した限り、重要な点において、おおむね監査

の対象となった事務が法令に適合し、正確に行われていることが認められた。 

ただし、一部において次のとおり指摘事項※１、注意事項※２及び検討事項※３が

見受けられた。これらについては、速やかに必要な措置を講じるなど、今後の

適正な事務の執行に万全を期されたい。 

また、軽微な事項については、予備調査又は本監査において、口頭による指

導を行っているので、記載は省略した。 

   ※１ 指摘事項：法令等に違反していると認められるもの、事務処理等が著しく適切を欠くと認められ

るもの等 

   ※２ 注意事項：指摘事項に該当するもののうち、軽易と認められるもの等 
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   ※３ 検討事項：指摘事項及び注意事項には至らないが、事務事業等で改善する必要があると認められ

るもの 

 

１ 指摘事項 

今回の監査における指摘事項は、支出事務２件、人事管理２件、組織・事務

管理の安全管理１件の合計５件であった。 

これらについては、速やかに必要な措置を講じるとともに、今後は同様の指

摘を受けることがないよう十分留意されたい。 

(1) 支出事務 

ア 納品場所が学校である複数の備品購入契約において、学校及び事業者へ

の確認不足により、全備品の納品が完了していないにもかかわらず、事業

者に購入代金の支払を行うという不適正な事案が見受けられた。いずれも

契約上の履行期限を過ぎても納品がされていなかったが、これらの事態も

今回監査で指摘があるまで把握していなかった。 

契約及び支払事務を行う部署と納品場所が異なるがゆえに、学校との連

携を密にして納品の確認を行う必要がある。二度とこのようなことが起こ

らないよう再発防止策を講じるとともに、その再発防止策を全校に周知徹

底されたい。 

併せて、今後は確実に納品されたことを確認した上で支払をするよう徹

底されたい。 

【教育施設課】 

 

イ 同一事業者から複数回に渡って郵便切手を購入し、納品を受けていたに

もかかわらず、事業者からの請求漏れに気付かずに、いずれも購入代金の

支払を行っていなかった。納品を受けているということは、請求書が届か

なくとも、当然にして支払義務は発生しているといえる。年度途中で事務
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職員が変更になったという事情はあるものの、購入代金の支払を行ってい

なかったのは、あまりに不適切である。 

物品の納品時には、事業者から納品書を必ず受領し、納品物と納品書が

一致しているか確認するとともに、納品後速やかに購入代金の支払をする

よう、管理職員を含めた学校全体として再発防止策を講じ、今後は適正な

支出事務をされたい。 

【今鹿島小学校】 

 

(2) 人事管理 

ア 正職員が時間外勤務命令を超えて勤務を行った際に、当該勤務の申告を

しなかったことにより、時間外勤務の実態と手当支給額に差異が生じてい

た。 

前回監査においても、同様の事案が見受けられたことから、所属長は、

定期的に退勤時間と時間外勤務の申告時間がかい離していないか確認する

ことで、所属職員の勤務時間を把握されたい。 

併せて、時間外勤務の必要性及び勤務内容を精査した上で、時間外勤務

に該当する業務については、時間外勤務の申告をするよう改めて所属職員

に周知徹底し、今後は適正に勤務時間を管理されたい。 

【文化財課】 

 

イ 令和元年度まで臨時職員であった者を令和２年度から会計年度任用職員

として任用した際に、労働基準法（昭和22年法律第49号）における継続勤

務の要件を満たしていたにもかかわらず、該当する会計年度任用職員全員

に対して、令和２年度の年次休暇として新たに10日（任用初年度に当たる

付与日数）のみ付与し、継続勤務年数の区分に応じた日数を加えて付与し

ていなかった。そのため、令和３年度以降の年次休暇の付与日数について



6 

も、本来より少ない日数で付与されていた。 

このことにより、年次休暇を全て取得して令和６年10月半ばに退職した

会計年度任用職員が、本来であれば取得できたはずの年次休暇３日と５時

間分を取得できずに退職することとなった。これは、当該会計年度任用職

員にとって不利益となるものである。 

労働基準法における継続勤務の要件を再確認し、今後はつくば市会計年

度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則（令和元年つくば市規則第37

号）に基づき適正な人事管理をされたい。 

【豊里ゆかりの森】 

 

(3) 組織・事務管理 

薬品保管庫の鍵について、児童が安易に持ち出すことが可能な場所で保管

されていた。薬品保管庫に保管されている理科薬品の中には、人体にとって

悪影響となる劇物や危険物に該当する理科薬品も含まれる可能性があること

から、その保管方法や取扱いは慎重かつ厳重に行う必要があるのは当然のこ

とだが、薬品保管庫の鍵の管理方法についても十分に留意しなければならな

い。 

学校長をはじめ学校全体として、薬品保管庫に保管されている理科薬品の

危険性を共有するとともに、今後は厳重かつ確実な方法で薬品保管庫の鍵を

管理されたい。 

【今鹿島小学校】 

 

２ 注意事項 

今回の監査における注意事項は、収入事務２件（延べ４部署）、現金（公金）

取扱事務４件（延べ７部署）、公金外現金取扱事務２件（延べ８部署）、支出事

務10件（延べ22部署）、財産・備品管理17件（延べ35部署）、契約事務８件（延
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べ９部署）、人事管理12件（延べ12部署）、組織・事務管理12件（延べ38部署）、

過去の監査結果報告に対する措置状況５件（延べ６部署）の合計72件（延べ141

部署）であった。 

今後は適正に執行されたい。 

着眼点 具体的な不適正事務 該当部署 

収入事務 (1) 重複して調定兼収入票を起票してい

た。 

健康教育課、豊里窓口セ

ンター 

(2) 行政財産使用料について、年度当初に

起票すべき調定票の起票が遅れていた。 

教育施設課、春日交流セ

ンター 

現金（公金）

取扱事務 

(1) 日本スポーツ振興センター災害共済掛

金の口座において、長期間使用せずに保

管されている預金があった。 

島名幼稚園 

(2) 現金の受領時に領収書を発行していな

かった。 

沼崎小学校 

(3) 現金出納簿の記載漏れがあった。 研究学園中学校 

(4) 日本スポーツ振興センター災害共済掛

金又は学校給食費について、預金出納簿

を作成していなかった。 

上郷小学校、柳橋小学

校、高山中学校、学園の

森義務教育学校 

公金外現金

取扱事務 

(1) 公金外現金について、一部保有通帳の

預金出納簿を作成していなかった。 

今鹿島小学校、上郷小学

校、柳橋小学校、豊里中

学校、高山中学校、研究

学園中学校、学園の森義

務教育学校 

(2) 公金外現金について、事業者への支払

が大幅に遅延していた。 

葛城小学校 

支出事務 

 

 

 

 

 

 

(1) 年度当初に起票すべき継続費の支出負

担行為票を起票していなかった。 

教育施設課 

(2) 電子決裁で却下となった支出負担行為

票兼支出命令票の取消しを行っていなか

った。 

豊里ゆかりの森 

(3) 業務委託契約等において、支出負担行

為票の起票が遅れていた。 

教育総務課、教育施設課 
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支出事務 (4) 会計年度任用職員の自家用自動車によ

る出張承認申請書において、自家用車の

公務利用に関する取扱要項第５条の要件

である任意保険契約を締結していないに

もかかわらず、所属長が承認を行ってい

た。 

つくばほがらか給食セ

ンター谷田部 

(5) 会計年度任用職員が自家用車を公務に

利用していたにもかかわらず、当該会計

年度任用職員から所属長に対して、自家

用自動車による出張承認申請書の提出が

なく、所属長による承認も行われていな

かった。 

柳橋小学校 

(6) 自家用自動車による出張承認申請書の

内容に記入漏れがあったにもかかわら

ず、所属長が承認を行っていた。 

教育総務課、上郷幼稚

園、今鹿島小学校、上郷

小学校、真瀬小学校、島

名小学校、葛城小学校 

(7) 自家用自動車による出張承認申請書の

内容に誤記入があったにもかかわらず、

所属長が承認を行っていた。 

教育総務課、学び推進

課、上郷保育所、上郷小

学校、葛城小学校、香取

台小学校 

(8) 自家用自動車による出張承認申請書に

おいて、所属長の承認印が漏れていた。 

豊里窓口センター 

(9) 会計年度任用職員の旅行命令票兼支出

負担行為票において、路程欄に起点及び

終点の記載がなく、距離数のみが記載さ

れていた。 

健康教育課 

(10) 補助金交付決定通知の交付条件欄に

補助金交付要項に定める交付条件を記載

していなかった。 

教育総務課 

財産・備品

管理 

 

 

 

 

(1) 郵便切手等金券類の購入時に、実際に

納品された枚数より請求書の納品枚数が

少ないことに気付かずに、そのまま事業

者に支払を行っていた。 

豊里中学校 

(2) 郵便切手等金券類を鍵のかからない場

所に保管していた。 

柳橋小学校、香取台小学

校、高山中学校 
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財産・備品

管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 郵便切手等金券類の管理において、は

がきの受払簿を作成していなかった。 

豊里交流センター 

(4) 郵便切手等金券類の管理において、受

払簿の誤記入があった。 

春日交流センター、島名

小学校 

(5) 購入した備品について、備品台帳の登

録が漏れていた。 

沼崎小学校、今鹿島小学

校、上郷小学校、島名小

学校、葛城小学校、香取

台小学校、研究学園小学

校、学園の森義務教育学

校 

(6) 過年度購入した備品について、当該年

度中の備品台帳の登録が漏れていた。 

上郷児童館、豊里中学校 

(7) 購入した備品について、納品されてい

ないにもかかわらず、備品台帳に登録し

ていた。 

香取台小学校 

(8) 重複して備品台帳に登録していた。 真瀬小学校 

(9) 重複して備品台帳に登録したと誤認

し、備品台帳から削除してしまったこと

により、備品台帳の登録が漏れていた。 

沼崎小学校 

(10) 一時的に教育施設課の備品台帳に登

録した新設校の備品について、当該新設

校での供用が開始しているにもかかわら

ず、管理換えを行っていなかった。 

教育施設課 

(11) 物品不用決定伺により不用決定の手

続を執った備品について、システム上の

処分登録を行っていなかったことによ

り、備品台帳に登録されたままとなって

いた。 

豊里ゆかりの森 

(12) 納品されていない備品の納品書を事

業者から受け取っていた。 

葛城小学校、香取台小学

校 

(13) 消費税抜きの価格で備品台帳に登録

していた。 

沼崎小学校、今鹿島小学

校、上郷小学校、高山中

学校、研究学園中学校 

(14) 誤った価格や納入業者名で備品台帳

に登録していた。 

柳橋小学校、春日学園義

務教育学校（価格のみ該

当） 
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財産・備品

管理 

 

 

(15) つくば市物品規則（平成９年つくば市

規則第72号）第７条に規定する重要物品

に該当しないにもかかわらず、重要物品

として備品台帳に登録していた。 

島名小学校、高山中学校 

(16) 廃棄済みの備品（重要物品）について、

物品不用決定伺による不用決定手続を執

ることなく、備品台帳に登録されたまま

となっていた。 

島名小学校 

(17) つくば市物品規則第29条第１項の規

定による重要物品現在高等の報告につい

て、重要物品があるにもかかわらず、報告

していなかった。 

つくばすこやか給食セ

ンター豊里 

契約事務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 契約書を作成しなければならない契約

にもかかわらず、事業者から請書を徴し

て契約を締結し、かつ、後日契約書を作成

した際の契約日が誤っていた。 

教育総務課 

(2) 執行伺の随意契約調書の選定業者では

ない事業者の本見積書が保管されてい

た。 

教育総務課 

(3) 工事請負契約の検査調書において、つ

くば市契約規則（平成９年つくば市規則

第70号）上、原則として兼ねることができ

ないとされている検査職員と監督職員が

いずれも所長となっていた。 

島名交流センター 

(4) 設計書作成時に徴した参考見積のう

ち、一番低い見積価格を採用して設計書

を作成していた。 

教育総務課、上郷児童館 

 

(5) 設計書作成時の参考見積を原則３者以

上から徴すべきところ、２者しか徴して

いなかった。 

上郷児童館 

(6) 設計書作成時に参考見積を徴していた

にもかかわらず、誤って前年度の価格を

採用して設計書を作成していた。 

豊里ゆかりの森 

(7) 執行伺に設計内訳書の添付がなく、設

計書鑑のみが添付されていた。 

生涯学習推進課 
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契約事務 (8) 特命随意契約であるにもかかわらず、

執行伺の随意契約調書に１者のみから見

積りを徴した理由が記載されていなかっ

た。 

福祉支援センターとよ

さと 

人事管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 正職員の年次休暇のシステム入力が漏

れていた。 

春日交流センター 

(2) 管理職員が週休日に勤務をしていた

が、時間外勤務のシステム入力をしてお

らず、振替も取得していなかった。 

福祉支援センターとよ

さと 

(3) 正職員が時間外勤務を行った際に、当

該勤務の申告をしなかったことにより、

時間外勤務の実態と手当支給額に差異が

生じていた。 

つくばすこやか給食セ

ンター豊里 

(4) 業務の都合により特に必要があると認

めるときは、定められた休憩時間を変更

できるものではあるが、正職員が終業ま

で１時間単位で年次休暇を取得する際

に、休憩時間をずらし、年次休暇の開始時

刻前に退勤するという運用が他の窓口セ

ンターと比較して多数見受けられた。 

豊里窓口センター 

(5) 正職員の時間外勤務・休日勤務及び夜

間勤務命令簿において、時間外勤務の時

間数の記載が誤っていた。 

上郷児童館 

(6) 会計年度任用職員の年次休暇願におい

て、本年度の付与日数が誤っていた。 

今鹿島保育所 

(7) 会計年度任用職員の年次休暇願におい

て、前年度繰越日数が誤っていた。 

豊里中学校 

(8) 会計年度任用職員の年次休暇願におい

て、残日数の計算が誤っていた。 

上郷児童館 
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人事管理 

 

(9) １日の勤務時間に１時間未満の端数が

ある会計年度任用職員が１時間単位の休

暇を取得する際には、当該端数を１時間

に切り上げて減算する必要があるが、１

日の勤務時間が７時間45分の会計年度任

用職員が１時間単位の休暇を取得する際

に８時間に切り上げて減算していなかっ

た。 

文化財課 

(10) 会計年度任用職員任用伺において、教

育総務課長の合議を受けていなかった。 

学び推進課 

(11) 学校等勤務の会計年度任用職員の条

件付採用期間開始後の勤務日が15日に満

たないにもかかわらず、条件付採用期間

を延長せずに、学校長等が評価シートに

より評価を行っており、主管課である特

別支援教育推進室もまたこれを見逃して

いた。 

特別支援教育推進室 

(12) 会計年度任用職員の営利企業従事等

届が所属長で止まっており、人事課に提

出されていなかった。 

上郷児童館 

組織・事務

管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 文書管理において、行政文書を文書フ

ォルダの作成をせずに保管していた。 

今鹿島小学校、島名小学

校、柳橋小学校、高山中

学校、研究学園中学校、

春日学園義務教育学校 

(2) 文書管理において、文書保存期間が誤

っていた。 

健康教育課、春日交流セ

ンター、研究学園小学

校、豊里中学校、研究学

園中学校、学園の森義務

教育学校、つくばすこや

か給食センター豊里、つ

くばほがらか給食セン

ター谷田部 

(3) 文書管理において、過年度フォルダに

翌年度以降に発生した複数の関連文書を

保管していた。 

真瀬小学校 
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組織・事務

管理 

 

 

(4) 文書事務において、会計年度末におけ

る重要物品現在高等の報告を起案及び決

裁を経ずに行っていた。 

上郷保育所、今鹿島保育

所、上郷幼稚園、つくば

ほがらか給食センター

谷田部 

(5) 文書事務において、備品現品調査結果

報告時に学校長まで回付した経緯のわか

るものを破棄していた。 

今鹿島小学校、島名小学

校、高山中学校 

(6) 文書事務において、起案文書に原案が

添付されていなかった。 

今鹿島保育所、豊里ゆか

りの森 

(7) 処分方法を「廃棄」として、物品不用決

定伺により不用決定をしたものの、使用

可能と判断し廃棄していなかった備品に

ついて、物品不用決定伺の訂正を行って

いなかった。 

中央消防署豊里分署 

(8) 会計年度任用職員の出勤簿又は年次休

暇願において、紙を貼った訂正や修正テ

ープ等による訂正が行われていた。 

今鹿島小学校、真瀬小学

校、葛城小学校、柳橋小

学校、研究学園小学校、

高山中学校、研究学園中

学校 

(9) 会計年度任用職員の出勤簿及び年次休

暇願が鉛筆書きであった。 

今鹿島小学校 

(10) 消防法令で定められている消火訓練

及び通報訓練が行われていなかった。 

沼崎小学校（消火訓練の

み該当）、真瀬小学校（消

火訓練のみ該当）、香取

台小学校 

(11) 消火訓練の実施に関して、消防計画に

定められていなかった。 

沼崎小学校 

(12) 作成した消防計画を所轄の消防署長

に届出していなかった。 

真瀬小学校 

過去の監査

結果報告に

対する措置

状況 

(1) 前回監査同様、支出負担行為票の起票

遅れがあった。 

教育総務課、教育施設課 

(2) 前回監査同様、購入した備品について、

備品台帳の登録が漏れていた。 

沼崎小学校 
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過去の監査

結果報告に

対する措置

状況 

(3) 前回監査同様、正職員が時間外勤務命

令を超えて勤務を行った際に、当該勤務

の申告をしなかったことにより、時間外

勤務の実態と手当支給額に差異が生じて

いた。 

文化財課 

(4) 前回監査同様、文書事務において、備品

現品調査結果報告時に学校長まで回付し

た経緯のわかるものを破棄していた。 

今鹿島小学校 

(5) 前回監査同様、文書保存期間が誤って

いた。 

健康教育課 

 

３ 検討事項 

今回の監査においては、次のとおり検討を要する事項が認められた。 

(1) 文化財課への検討事項 

契約事務において、同一事業者との特命随意契約による委託契約にもかか

わらず、執行伺の随意契約調書の法令根拠が異なる二つの事案が見受けられ

た。随意契約を行うに当たっては、法令根拠や随意契約及び業者選定の具体

的理由を精査し、随意契約ガイドラインに従って具体的かつ明確に随意契約

調書に記載するよう検討されたい。 

 

第 10 意見 

   第９監査の結果のほか、地方自治法第199条第10項の規定に基づき、次のとお

り監査委員意見を提出する。 

１ 全庁的に確認を要する事項 

自家用車の公務利用に関する取扱要項（以下「要項」という。）第２条の規定

により、原則として自家用車は公務に利用できないが、職員が自家用車による

出張を所属長に申し出し、所属長がこれを特に必要と認めて承認した場合に限

り利用することができるとされている。また、出張に自家用車を利用しようと

する職員は、自家用自動車による出張承認申請書（以下「申請書」という。）を
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所属長に提出し、所属長は、要項第４条又は第４条の２に定める使用承認の範

囲及び第５条に定める運転者の資格要件のいずれも充足していることを確認の

上、自家用車による出張の承認を行う必要がある。 

しかし、今回監査において、以下のような事案が散見された。自家用車の公

務利用については、あくまで例外的なものであることを認識した上で、職員は

自家用車による出張の申し出をするとともに、所属長も形式的な承認にならな

いよう、今回監査対象外の部署においても前記のことを再確認し、今後は要項

に基づき適正に執行されたい。 

・要項第５条の要件である任意保険契約を締結していないにもかかわらず、所

属長が承認を行っていた。 

・自家用車を公務に利用していたにもかかわらず、職員から所属長に対して申

請書の提出がなく、所属長による承認も行われていなかった。 

・申請書の内容に記入漏れがあったにもかかわらず、所属長が承認を行ってい

た。 

・申請書の内容に誤記入があったにもかかわらず、所属長が承認を行っていた。 

・申請書において、所属長の承認印が漏れていた。 

 

２ 学校全体への要望事項 

学校で保有している通帳のうち、代表口座、日本スポーツ振興センター災害

共済掛金口座、学校給食費口座、支払用口座等について、預金出納簿を作成し

ていない事案が複数見受けられた。 

預金出納簿は、口座から出し入れした日付や金額だけでなく、相手先や取引

内容を明確にし、その残高の推移を把握することで、預金を適正に管理するた

めのものである。そのため、複数の口座を保有している場合は、口座ごとに預

金出納簿を作成する必要がある。また、預金出納簿により入出金を可視化する

ことで、不適正な事務処理を防ぐことにもつながると考えられる。 
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今回監査対象外の学校においても、預金出納簿を作成する目的や必要性を再

確認し、適正に作成されたい。 

 

３ 教育施設課への要望事項 

学校等における備品登録については、毎年度誤りが見受けられるが、今回監

査においても以下のような誤りが散見された。今後はつくば市物品規則に基づ

き納品後速やかに備品台帳に登録するのはもとより、正確な内容で登録するよ

う、学校等に対して、備品台帳への登録方法について統一的に周知されたい。 

・納品されているにもかかわらず備品台帳に登録していない。 

・備品台帳に登録するよう指示がなかったため登録しなかった。 

・備品台帳に登録するよう指示はあったが、納品書がない等の理由により、誤

った金額や事業者名で登録した。 

・金額不明で備品台帳に登録した。 

・重複して備品台帳に登録した。 

・税込価格で備品台帳に登録すべきところ、税抜価格で登録した。 

 

４ 会計事務局への検討事項 

つくば市物品規則第29条第１項の規定に基づく重要物品の会計年度末現在高

報告（以下「重要物品報告」という。）の漏れについては、令和５年度第１回定

期監査結果報告書に「会計事務局への検討事項」として記載したところではあ

るが、今回の監査においても、学校等の出先機関における報告漏れが散見され

た。学校等においては、明らかに重要物品には当たらないものが重要物品とし

て備品台帳に登録されているなど、重要物品に関する認識不足が報告漏れにつ

ながっているとも考えられる。 

また、重要物品の会計年度末現在高は、決算を議会の認定に付するに当たっ

て必要となる財産に関する調書の正確性にもかかわる重要な事項である。財産
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に関する調書については、備品管理システム（以下「システム」という。）から

出力した情報を基に作成しており、重要物品報告自体が形骸化しているという

現状からすれば、報告を求める必要性についても疑問である。重要物品に関す

る全庁的な周知等により、システムの登録情報の正確性を担保した上で、今後

の重要物品報告の在り方を検討されたい。 

なお、引き続き重要物品報告を求める場合は、財務部管財課が実施している

つくば市物品規則第29条第２項の規定に基づく備品の会計年度末現在高報告を

参考にし、学校等の重要物品報告においては教育局と連携するなど、報告漏れ

がないような対策をされたい。 


